
＜別紙1＞
（重要事項説明書付属文書）

１．施設経営法人
（１）法人名　　　　社会福祉法人　恵風会
（２）法人所在地　　岡山県岡山市中区今谷７７０の１番地
（３）電話番号　　　０８６－２７７－０７６１
（４）代表者氏名　　理事長　宮本　宣義
（５）設立年月　　　昭和５６年６月８日

２．ご利用施設
（１）施設の種類　　指定介護老人福祉施設・平成１２年４月１日
　　　　　　　　　　岡山市　３３７０１０２１７４号
（２）施設の目的　　社会福祉法人恵風会が設置経営する特別養護老人ホーム恵風荘は、介護保険の理念に基づ

き、要介護状態にある高齢者に対して、適切な入所サービスを提供する事を目的とする。
（３）施設の名称　　特別養護老人ホーム　恵風荘
（４）施設の所在地　岡山県岡山市中区今谷７７０の１番地
（５）電話番号　　　０８６－２７７－０７６１
（６）施設長（管理者）氏名　　安井　由美子
（７）入所定員　　　８０名
（８）当施設の運営方針　　

①特別養護老人ホーム恵風荘は、利用者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り居宅における生活
への復帰を念頭において、入浴・排泄・食事等の介護、相談及び援助、機能訓練、健康管理等を行
う。

　　　　②特別養護老人ホーム恵風荘は、利用者の意思及び人格を尊重する。　　　　　　　　　　　　　
　　　　③特別養護老人ホーム恵風荘は、明るく家庭的な雰囲気をモットーとし、地域や家庭との結び付きを重視し

た運営を行い、市町村、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

３．職員の配置状況
　当施設では、利用者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を
配置しています。

〈主な職員の配置状況〉※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職　　　種 従事するサービス種類・業務 職　員　数

１．施設長（管理者） 施設の統括 常　勤　１名

２．介護職員 利用者の日常生活介護 常　勤　３０名以上

３．生活相談員 利用者又はその家族の相談及び、その他の支援等 常　勤　３名

４．看護職員 利用者の健康管理 常　勤　４名以上

５．機能訓練指導員 機能訓練個別計画の作成 常　勤　３名　

６．介護支援専門員 利用者の適切な、施設サービス計画の作成 常　勤　１名

７．医師 利用者の診察、健康管理及び保健衛生指導 非常勤　１名

８．歯科衛生士 利用者の口腔ケア及び職員への歯科指導 常　勤　１名

９．管理栄養士 献立作成・栄養ケアマネジメント計画の作成・利用者の食事に係る相談 常　勤　２名

10.事務職員 庶務及び会計事務に従事 常　勤　３名　

４．サービスの概要
（1） 居室の提供
（2） 食事

管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに身体の状況および嗜好を
考慮した食事を提供します。
自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。

（食事時間）　　　朝食：　７：４０～　８：４０　
　　　　　　　　　　昼食：１２：３０～１３：３０　

　　　　　　　　　　　夕食：１７：３５～１８：３５
（3） 入浴

入浴又は清拭を週２回行います。
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寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。
（4） 排泄

排泄の自立を促すため、身体能力を最大限活用した援助を行います。
（5） 機能訓練

機能訓練指導員により、心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な
機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。

（6） 健康管理
医師や看護職員が、健康管理を行います。
医師にご相談がある場合は、看護職員へご連絡ください。

（7） 栄養管理
　　　　　管理栄養士による栄養管理、及び栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行います。　
（8） その他自立への支援

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

（9） 年間行事・クラブ活動
①年間行事　
　春　　　お花見・遠足　

　　夏　　　ビアガーデン・納涼祭・市内散策
　秋　　　敬老会・運動会・秋祭り
　冬　　　忘年会・餅つき・新年会・節分会
家族会は、４･６･１１月に行います。

　　　　　皆様に楽しんでいただける行事を計画しています。
②クラブ活動　　　書道・華道・茶道・園芸　等

（１０）入所中の医療の提供について
　①協力医療機関

　 　・宮本整形外科病院（整形外科・内科）岡山市中区国富4-2-63　TEL086-272-1211　FAX086-271-5554

・河田病院（精神科）　　　　　 岡山市北区富町2-15-21　 TEL086-252-1231　FAX086-252-7111
②協力歯科医療機関

・安井歯科医院　　　　　　　 　岡山市中区門田屋敷1-9-35　TEL086-272-2766　FAX086-272-2766

・しみず歯科　ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ　 岡山市北区表町1-9-64　 TEL086-234-5067　FAX086-234-5068
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５．利用料金

（１）サービス利用料金（１か月あたり）　

（１か月が３０日の場合です。３１日の月は１日分増えます）
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１
割
負
担
の
方

1利用者の要介護と
サービス利用料金

（イ）

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５

201,684 222,370 243,968 264,654 285,035

2介護保険から給付される
金額

（ロ）

181,515 200,133 219,571 238,188 256,531

3自己負担額（イ－ロ） 20,169 22,237 24,397 26,466 28,504

4食費　　　　（①） ４８，０００円　（１日 １,６００円）

5居住費　　　（②） ２５，６５０円　（１日８５５円）

自己負担額合計
（3+4+5） 93,819円 95,887円 98,047円 100,116円 102,154円

２
割
負
担
の
方

1利用者の要介護と
サービス利用料金

（イ）

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５

201,684 222,370 243,968 264,654 285,035

2介護保険から給付される
金額

（ロ）

161,347 177,896 195,174 211,723 228,028

3自己負担額（イ－ロ） 40,337 44,474 48,794 52,931 57,007

4食費　　　　（①） ４８，０００円　（１日 １,６００円）

5居住費　　　（②） ２５，６５０円　（１日８５５円）

自己負担額合計
（3+4+5） 113,987円 118,124円 122,444円 126,581円 130,657円

３
割
負
担
の
方

1利用者の要介護と
サービス利用料金

（イ）

介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５

201,684 222,370 243,968 264,654 285,035

2介護保険から給付される
金額

（ロ）

141,178 155,659 170,777 185,257 199,524

3自己負担額（イ－ロ） 60,506 66,711 73,191 79,397 85,511

4食費　　　　（①） ４８，０００円　（１日 １,６００円）

5居住費　　　（②） ２５，６５０円　（１日８５５円）

自己負担額合計
（3+4+5） 134,156円 140,361円 146,841円 153,047円 159,161円

電気代（ﾗｼﾞｵ・ｱﾝｶ等） 品目ごとに１日２０円

電気代（ﾃﾚﾋﾞ・電気毛布等） 品目ごとに1日６０円

散髪代 １回　２,０００円

美容代 １回　５,０００円

健康管理費 医療費及び薬代



①食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費）

　　　利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。

　　　実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方

につきましては、その認定証に記載された食費の金額（1日当り）のご負担となります。
　　②居住費に要する費用（光熱水道費及び室料）

　　施設及び設備を利用し滞在されるにあたり、光熱水道費相当額をご負担していただきます。

ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された

滞在費（居住費）の金額（1日当り）のご負担となります。　

※看護体制加算・夜勤職員配置加算・個別機能訓練加算・栄養マネジメント強化加算・口腔衛生管理加

算・日常生活継続支援加算・科学的介護推進体制加算は、施設の体制により、サービス利用料金に含

まれています。

　※初期加算（1日あたり）

入所した日から起算して30日以内の期間及び30日を超える入院後に再入所した場合には、入所

日から30日間に限って、1日につき、1割負担の方は31円、2割負担の方は61円、3割負担の方は

92円をご負担いただきます。

※入院・外泊時加算（1日あたり）

入所者が入院を要した場合及び居宅における外泊をされた場合には、1月に6日を限度として、

1日につき、1割負担の方は250円、2割負担の方は499円、3割負担の方は749円をご負担いただ

きます。

※療養食加算（１食を１回として、１日につき３回を限度）

医師より発行された食事箋に基づき療養食を提供した場合には、1食につき、１割負担の方は6

円、2割負担の方は12円、3割負担の方は18円をご負担いただきます。

※経口移行加算（1日あたり）

医師の指示に基づき、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、経管栄養の入所者ご

とに経口移行計画を作成し、その計画に従って、医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理及

び経口栄養に向けて看護職員による支援が行われた場合には、1日につき、1割負担の方は29

円、2割負担の方は57円、3割負担の方は85円をご負担いただきます。

　※経口維持加算（1月あたり）

経口により食事を摂取されている入所者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入

所者に対し、医師の指示に基づき、管理栄養士、看護師その他の職種の者が共同して、食事の

観察及び会議等を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成し、その計画に従って、医師の指示

を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合には、1月につき、1割負担の方は507円、2割負担

の方は1,014円、3割負担の方は1,521円をご負担いただきます。

　※若年性認知症入所者受入加算　(１日あたり)

若年性認知症入所者に対し、個別に担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを行った場

合には、1日につき、1割負担の方は122円、2割負担の方は244円、3割負担の方は365円をご負

担いただきます。

※再入所時栄養連携加算（１回を限度）

入所者が施設を退所し、入院した場合であって、退院後、直ちに再入所する場合において必要

となる栄養管理が、当初の入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、施設の

管理栄養士が入院先の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を作成したときは、1回を限度とし

て、１割負担の方は406円、2割負担の方は812円、3割負担の方は1,217円をご負担いただきま

す。

※安全対策体制加算　(入所時に1回)

11



外部の研修を受けた担当者が配置され、安全対策部門を設置し、安全対策を実施する体制を整えてい

る場合には、入所時に1回を限度として、1割負担の方は21円、2割負担の方は41円、3割負担の方は61

円をご負担いただきます。

※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)（1月あたり）

利用されたサービスの1月あたりの総単位数に8.3%を乗じて算定し、サービス利用料金に加算させて

いただきます。

※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(1月あたり)

利用されたサービスの1月あたりの総単位数に2.7%を乗じて算定し、サービス利用料金に加算させて

いただきます。

※介護職員等ベースアップ等支援加算　(1月あたり)

利用されたサービスの1月あたりの総単位数に1.6%を乗じて算定し、サービス利用料金に加算させて

いただきます。

（２）利用料金の支払い

利用料金のお支払いは、請求月末日までに、いずれかの方法でお願いします。

1 ゆうちょ銀行自動引落し 引落日：毎月20日　・月末日　

2 中国銀行自動引落し 引落日：毎月20日

3 銀行振込（指定口座）
中国銀行　本店　（普通）　１４７１５６１

社会福祉法人恵風会　施設会計　理事長宮本宣義

６．施設利用の留意事項
　　○食事　　

特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がり頂きます。
食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の
状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事
内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。
食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。１日食事を取られない場合は、食事
代はいただきません。（１食でも３食でも料金は同じです。）
※療養食については提供させていただいた回数分に応じて加算を頂きます。

　○面会　　
感染対策の為、現在はオンライン面会(LINEビデオ通話)のみの対応となっています。

　　　　　面会時間：平日 15時00分～17時00分 (原則15分以内)　　*完全予約制
○外出・外泊　　
　　　感染対策の為、病院受診等の特別な理由以外での外出・外泊は全面中止としています。

外出・外泊の際には、専用の用紙がありますので、必ず行き先と帰宅時間、
連絡先等をご記入の上、提出をお願いします。

　　○飲酒・喫煙　　
敷地内は禁煙となっております。飲酒は可能です。

○火気の取り扱い　　
火気の取り扱いについては厳禁とします。

　　○設備・備品の利用　　
施設内の器具・備品は職員の指示に従ってご利用下さい。

　　○所持品・備品等の持ち込み　　
職員の許可を得て下さい。

７．事故発生時の対応
（１）サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を講じます。

12



（２）事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止策を行います。
（３）事故が発生した場合、速やかに各市町村、家族、県に連絡する等、適切な処置を行います。
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